
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇国の施策紹介 
マイナンバーカードの機能（電子証明書）の 
スマートフォンへの搭載について 

 

デジタル庁国民向けサービスＧ 
マイナンバーカード担当 
令和 5年５月 11日 

マイナンバーカードの普及・利用に関する 

お役立ち情報をお届け 
 

マイナンバーカード・インフォ 

（自治体向け） 

vol.９ 
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○ 国の施策紹介 

・マイナンバーカードの機能（電子証明書）のスマートフォンへの搭載について 

  令和５年５月 11 日から Android のスマートフォンを対象に開始するマイ

ナンバーカードの機能（電子証明書）のスマートフォンへの搭載についてご紹

介します。 

 

  マイナンバーカードの電子証明書の機能をスマートフォンに搭載すること

で、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンひとつで、いつ

でもどこでもオンラインで様々なマイナンバーカード関連サービスの申込や

利用ができるようになりました。 

 

  令和５年 5 月 11 日からはマイナポータルを活用したサービス（子育て支

援に関するオンライン申請、薬剤・健診情報等の自己情報の閲覧、等）を利用

することが可能となり、その後、各種民間オンラインサービスの申込や利用、

コンビニ交付サービスの利用、健康保険証としての利用と、順次対応サービス

を拡大していく予定です。 

 

スマートフォンの機種によっては、スマートフォン用の電子証明書利用時の

パスワード入力に代えて、スマートフォンの生体認証機能を活用することもで

きるようになりました。 

 

  スマートフォン用の電子証明書は、スマートフォン内の安全な ICチップに

格納されており、第三者機関によるセキュリティ評価・認証を取得することで、

その安全性を担保しています。 

 

「マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載」の詳細をデジタル庁のホ

ームページ（以下 URL）で紹介していますので、本サービスの利用検討にお役

立てください。また、別添で国民向けのリーフレットを共有させていただきま
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すので、国民へのご説明にお役立てください。 

 

□ URL スマホ用電子証明書搭載サービス 

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-

certification/ 

 

□ 別添 国民向けリーフレット 「スマホ用電子証明書搭載サービス」 

 

以 上      

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification/
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification/
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